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１．はじめに
　インドの商標制度が、急激に変化している。2013
年のマドリッド・プロトコルへの加盟をはじめ、長
年に亘り蓄積された審査滞貨を一掃し審査期間を短
縮化すべく、手続き等の急速な電子化や、一定期間
応答がなかった出願に対するみなし放棄命令の大量
発行等、話題には事欠かない。
　如何なるビジネスであっても、商品やサービスの

出所の目印となる商標は、必要不可欠であり、必ず
存在する。そして、自らが安全に商標を継続使用で
きる状況を確保するために、商標登録を得ることは
極めて効果的な手段である。また、商標登録を確保
した後には、適切な登録の維持管理が必要であると
ともに、商標に蓄積されたグッドウィルを守るべく、
他人による不正な使用や登録を排除することが重要
である。
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　インドにおいて円滑なビジネスを実現するために
は、変化を続けるインド商標制度の実情を理解する
ことが肝要である。

２．基本情報
【国名】
　インド
【国土と人口】

　国土は、日本の約8.7倍にあたる328万7,469平方キ
ロメートルという広大な面積を有している（イン
ド政府資料　パキスタン、中国との係争地を含む）。
首都はニューデリーに置かれている。
　人口は、12億1,057万人（2011年インド国勢調査）
であり、日本の総人口１億2696万３千人（2016年３
月１日時点の総務省統計局記録）の10倍近い人口を
擁している。
【公用語】

　公用語はヒンディー語となっているが、その他に
憲法で公認されている州の言語が21も存在する。

【歴史】
　1947年に英国領より独立し、日本とは1952年国交
が樹立された。
【日本との関係】

　2000年８月に「日印グローバル・パートナーシッ
プ」構築に合意がなされ、2014年９月にモディ首相

が訪日された際に、両国関係は「特別」戦略的グロー
バル・パートナーシップへと格上げされた。
　また、日本企業による投資や進出も活発で、
JETROの情報よると2016年10月時点でインドに進出
した日系企業は1,300社を超えた（https://www.jetro.
go.jp/biznews/2017/03/d793f38b0391b5eb.html）。
　インドにとって、日本は、貿易相手国としては輸
出・輸入とも第11位となっている（2015年度インド
政府資料）。

３．法律・組織・統計等
【法律・条約等の加盟状況】

　現在の商標法は、1999年商標法（Trademark Act 
1999）であり、2010年に改正が行われている。
　インドはWTOに加盟しているため、TRIPS協定
の履行義務をおっている。また、パリ条約、PCT 、
標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に
関するニース協定にも加盟している。2013年にはマ
ドリッド・プロトコルにも加盟した（2013年７月８
日発効）。
【組織】

　商標登録局（The Trade Marks Registry）は1940
年に設立され、現在本部（The Head Office of the 
Trade Marks Registry）はムンバイに置かれ、支部

（blanch offices）がデリー・コルカタ・チェンナイ・
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